
宝塚市告示第 97 号

　    　地縁による団体の告示事項の変更について

地方自治法第２６０条の２第１１項の規定による告示事項変更届書の提出があったので、

同条第１０項及び地方自治法施行規則第１９条第１項第５号の規定により次のとおり告示する。

                                         　　　　　　宝塚市長　　山﨑　晴恵

令和６年(２０２４年)５月７日

１　届け出た地縁による団体

（１）名称 西逆瀬川自治会

（２）所在地 宝塚市社町1-8　

（３）代表者

ア　氏名 丁ヶ阪　功

イ　住所 宝塚市逆瀬川２丁目７－１５

２　変更があった事項及びその内容

　

代表者の住所、氏名

（変更前） 宝塚市社町３番２２号　

井関　博人

（変更後） 宝塚市逆瀬川２丁目７－１５

丁ヶ阪　功

　市民協働推進課

     宝塚市役所　市民交流部



  


